
税理士「相談」無料！ かんたんMFクラウド！特別控除ができる青色申告！

確定申告も当協会におまかせください！

青色申告ならメリットがたくさん！ 特別控除 65 万円が受けられる
経費や基礎控除などを差し引いた「所得400万円」のケース

九州一人親方福祉協会
厚生労働省認可 労働保険事務組合

TEL : 092-734-2311
FAX : 092-734-2312

〒810-0031 福岡市中央区谷 2-14-8

https://www.oyakata-rousai.com 九州一人親方

(9:00～17:30 土日祝休）
(24 時間受付）

公式アカウント
アカウント名：
九州一人親方福祉協会
LINE ID ：＠kzw3497e

銀行やカードの取引明細データの自動取得。明細データに対応する勘定科目を自動提案。

毎月同じ内容で作成する請求書の自動作成。郵送ボタンをクリックするだけで郵送を代行。

1ステップでWeb給与明細を配布。１クリックで従業員の口座に給与を直接振込。

スマホで領収書を読み込むことでエクセル入力や日付毎の整理が不要になります。

※MFクラウドの各システムは、
スマートフォンでもご利用いただけます。MFクラウドで利用できるシステム

会計・確定申告
請求書
給与
経費

からもご連絡や
ご質問が可能です。

　当協会がご紹介する税理士（相談無料）に確定申告を依頼して、青色申告を行えば特別控除65万
円の対象となります。（税理士への確定申告依頼料：おおよそ10万円～15万円 )
また、面倒な会計や請求書、経費計算など確定申告にかかる時間を簡単に。確定申告の手間が不要に
なる『MFクラウド』がお得に使用できます。たくさんの事業所様にご利用いただいている定評のシ
ステムです。
九州一人親方福祉協会の会員様限定サービスです。ぜひご相談ください。

確定申告確定申告ををフルサポートフルサポートします！　　します！　　

※青色申告で最大 65万円控除の適用を受けるためには、期限までに e-Tax による申告（電子申告）または電子帳簿保存を行う必要があります。

青色申告 白色申告
複式簿記で特別控除

65万円
特別控除

なし

課税所得は 335万円 課税所得は 400万円

所得税・住民税約 58万円 所得税・住民税約 78万円

所得税の差は、

20万円

※青色申告で最大 65万円控除の適用を受けるためには、期限までに e-Tax による申告（電子申告）または電子帳簿保存を行う必要があります。


